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「政策評価に関する基本方針」の見直しについて 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1 政策評価に関する基本方針(H17.12.16 閣議決定) 

 総務大臣により平成17年12月12日に、「政策評価に関する基本方針の改定について」について、行政機関が行う政

策評価に関する法律（平成13年法律第86号）第5条第4号の規定に基づき、政策評価・独立行政法人評価委員会に

H17.12.12に諮問され、同日付で答申、H17.12.16に閣議決定されたもの。 

 

※2 政策評価制度に関する見直しの方向性（平成17年6月17日 総務省より報道発表） 



 

 

政策評価に関する基本方針（全文） 政策評価制度に関する見直しの方向性における記述 

Ⅰ 政策評価に関する基本計画の指針 

１ 政策評価の実施に関する基本的な方針 

（１）政策評価の実施に関する基本的な考え方 

政策評価は、各行政機関が所掌する政策について、適時に、その政策効果を把握し、こ

れを基礎として、必要性、効率性又は有効性の観点その他当該政策の特性に応じて必要

な観点から、自ら評価を行うことにより、政策の企画立案や政策に基づく活動を的確に

行うための重要な情報を提供するものであり、政策の決定とは異なるものである。政策

評価は、これを「企画立案（Plan）」、「実施（Do）」、「評価（See）」を主要な要素

とする政策のマネジメント・サイクルの中に制度化されたシステムとして明確に組み込

み、その客観的かつ厳格な実施を確保し、政策評価の結果を始めとする政策評価に関す

る一連の情報を公表することにより、政策の不断の見直しや改善につなげるとともに、

国民に対する行政の説明責任の徹底を図るものである。 

政策評価が政策のマネジメント・サイクルに組み込まれ、このサイクルが有効に機能

することにより、政策の質の向上がもたらされるとともに、併せて行政の政策形成能力

の向上や職員の意識改革が進み、これらにより、国民本位の効率的で質の高い行政や国

民的視点に立った成果重視の行政が実現されることとなる。さらに、政策評価に関する

一連の情報の公表によって、国民に対する行政の説明責任の徹底が図られることにより、

政策やそれに基づく活動についての透明性が確保され、ひいては行政に対する国民の信

頼の向上が図られることとなる。 

政府は、このような政策評価制度の目的を政府全体として的確に実現していくため、

法及び本基本方針等に基づき制度の全政府的な実施を確保しつつ、各行政機関における

それぞれの政策の特性等に応じた効果的な取組を政策評価の重点化・効率化を図りなが

ら進めていくとともに、政策評価の実施の過程を通じて制度の改善・発展を図っていく

ものとする。 
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政策評価に関する基本方針（全文） 政策評価制度に関する見直しの方向性における記述 

（２）政策評価の方式 

政策評価に期待される役割を十分に果たすとともに、政策評価の効率的な実施を確保

するため、政策評価を行うに当たっては、政策の特性等に応じて合目的的に、「事業評

価方式」、「実績評価方式」及び「総合評価方式」（別紙）やこれらの主要な要素を組

み合わせた一貫した仕組みなど、適切な方式を用いるものとする。 

また、政策評価の体系的かつ合理的で的確な実施を確保するため、政策体系をあらか

じめ明らかにすることを基本とし①、その実施に当たっては、政策評価の対象とする政

策が、どのような目的の下にどのような手段を用いるものかという対応関係を明らかに

した上で行うものとする。 

なお、各行政機関の所掌する政策が、複数行政機関に関係する政策（上位目的）と関連

する場合は、複数行政機関に関係する政策との関係をあらかじめ明らかにするよう努め

るものとする。② 

 

２ 政策評価の観点に関する基本的な事項 

政策評価の実施に当たっては、評価の対象とする政策の特性に応じて適切な観点を選

択、具体化し、総合的に評価するものとする。 

政策評価の観点としては、法第３条第１項に明示された必要性、効率性及び有効性の

観点がある。このうち、必要性の観点からの評価は、政策効果からみて、対象とする政

策に係る行政目的が国民や社会のニーズ又はより上位の行政目的に照らして妥当性を有

しているか、行政関与の在り方からみて当該政策を行政が担う必要があるかなどを明ら

かにすることにより行うものとする。また、効率性の観点からの評価は、政策効果と当

該政策に基づく活動の費用等との関係を明らかにすることにより行うものとする。有効

性の観点からの評価は、得ようとする政策効果と当該政策に基づく活動により実際に得

られている、又は得られると見込まれる政策効果との関係を明らかにすることにより行

うものとする。 

①（政策の体系化） 

各府省の広義の政策は、「目的－手段」の連鎖の下に、「政策

－施策－事務事業」などの体系を構成しているが、相当数の府省

において、政策全体の評価を的確に行うため、政策を体系化し、

政策を構成する要素を明示する取組が進んでいる。「政策－施策

－事務事業」などの区分は相対的なものであり、各府省による体

系化は、画一的なものではないが、政策の体系化は、上位の目的

に照らした評価を行うことで評価の的確さを確保するとともに、

予算編成過程において評価結果を適切に活用するために重要で

ある。 

また、一部の府省では、実績評価方式を用いた評価を補うため、

目標の達成状況が不十分である場合等の政策手段別評価や、政策

を構成する下位の事務事業についても政策評価を実施するなど

の取組が行われている。 

今後、各府省において政策体系（「政策－施策－事務事業」な

どの体系）をあらかじめ明らかにし、政策全体における施策等の

位置付けや、施策を構成する主要な事務事業など政策の構成要素

を明示した上で、政策の評価を行うこととする。 

 

②（政府全体の政策の統一性・総合性を確保するための評価） 

総務省による政府全体の政策の統一性・総合性を確保するため

の評価については、法施行後３年で11 件実施（統一性確保評価：

３件、総合性確保評価：８件）してきたところである。 

平成16 年度から導入された「政策群」など複数府省が関係する

政策の企画立案の際、政策の達成目標、目標期間、達成目標と政
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政策評価に関する基本方針（全文） 政策評価制度に関する見直しの方向性における記述 

上記のほか、政策の特性に応じて選択して用いる観点としては、公平性の観点や優先

性の観点などが考えられる。この公平性の観点からの評価は、行政目的に照らして政策

効果や費用の負担が公平に分配されているか、あるいは分配されるものとなっているか

を明らかにすることにより行うものである。また、優先性の観点からの評価は、これら

の観点からの評価を踏まえて当該政策を他の政策よりも優先すべきかを明らかにするこ

とにより行うものである。 

政策評価の観点の基本的な適用の考え方については、基本計画において示すものとす

る。 

 

３ 政策効果の把握に関する基本的な事項 

ア 政策効果の把握に当たっては、対象とする政策の特性に応じた、適用可能であり、

かつ、政策効果の把握に要するコスト、得られる結果の分析精度等を考慮した適切

な手法を用いるものとする。 

その際、できる限り政策効果を定量的に把握することができる手法を用いるものとし、

これが困難である場合、又はこれが政策評価の客観的かつ厳格な実施の確保に結び

つかない場合においては、政策効果を定性的に把握する手法を用いるものとする。

この場合においても、できる限り、客観的な情報・データや事実を用いることによ

り、政策評価の客観的かつ厳格な実施の確保を図るものとする。また、すべてにお

いて、初めから高度かつ厳格な手法の適用を画一的に行うより、簡易な手法であっ

ても、その有用性が認められているものがあれば当該手法を適用し、政策評価の実

施の過程を通じ知見を蓄積して手法の高度化を進めていくことにより政策評価の質

の向上を図っていく等の取組を進めていくものとする。 

イ 政策効果の把握の基本的な考え方については、基本計画において示すものとする。 

ウ 政策効果の把握に当たっては、政策の特性も踏まえ、より包括的な政府活動の目的

に照らした効果・影響についてもできる限り把握するよう努めるものとする。 

策手段との関係などを明確にする取組が行われてきているが、い

まだこれらの事項が十分に明らかにされていないものや、関係施

策が極めて多岐にわたっているため、政策全体を効果的・効率的

に評価することが困難なものがある。 

今後、関係府省は、複数府省が関係する政策の企画立案の際、

政策の達成目標、目標期間、達成目標と政策手段との関係などの

明確化を図ることとする。総務省は、評価のテーマ選定に当たっ

ては、引き続き、国民の視点に立って評価の必要性が高い分野を

適切に取り上げるとともに、各府省の協力を得て、政策の達成目

標等が十分明確になっていない場合でも、指標の設定や調査分析

手法に工夫をこらしつつ評価を実施することとする。また、関係

施策が極めて多岐にわたっている政策については、評価の結果を

政策に適切に反映するために合理的と認められる単位により評

価していくこととする。 
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政策評価に関する基本方針（全文） 政策評価制度に関する見直しの方向性における記述 

エ また、政策効果の把握に関しては、当該政策に基づく活動の実施過程を通じて政策

効果の把握に必要な情報・データや事実が効果的・効率的に入手できるよう、その

収集・報告の方法等についてあらかじめ配慮するよう努めるものとする。その際、

関係者に協力を求める必要がある場合にあっては、その理解が得られる範囲内で適

切な効果の把握に努めるものとする。 

オ なお、政策に基づく具体的活動の実施主体が行政機関以外であり、政策効果の把握

のために必要となる場合にあっては、当該実施主体に対し把握しようとする政策効

果やその把握のための方法等について示すなどにより、できる限りその理解と協力

を得るよう努め、適切に政策効果の把握を行うものとする。 

 

４ 事前評価の実施に関する基本的な事項 

ア 事前評価は、政策の決定に先立ち、当該政策に基づく活動により得られると見込ま

れる政策効果を基礎として、的確な政策の採択や実施の可否の検討に有用な情報を

提供する見地から行うものとする。その際、複数の政策代替案の中からの適切な政

策の選択、政策の改善・見直しの過程を可能な限り明らかにするよう努めるものと

する。③ 

イ 事前評価については、法第９条の規定に基づき実施が義務付けられた政策以外のも

のであっても、同条第１号に該当するものについては、政策効果の把握の手法等に

関する研究・開発を積極的に進め、その状況を踏まえつつ順次実施に向けて取り組

むものとする。 

規制に係る政策評価については、関連する累次の閣議決定の趣旨を踏まえつつ、

積極的に実施に向けて取り組むものとする。 

ウ 事前評価については、得ようとする効果や事後的な評価方法等を明らかにし④、政

策効果が発現した段階においてその結果の妥当性を検証すること等により得られた

知見を以後の事前評価にフィードバックする取組を進めていくものとする。 

③④（事前評価の的確な実施と政策の改善・見直しへの反映） 

相当数の府省において、事前評価が義務付けられている３分野

（研究開発課題、個別公共事業、個別政府開発援助）以外の分野

についても、新規事業等について予算要求等を行う際に自主的に

行うなど、事前評価に積極的に取り組んでいるが、その結果が評

価対象政策の改善・見直しに十分明確につながっているとは言い

難い状況にある。 

今後も、効果的・効率的な行政の実現に向け、事前評価につい

ては、新規に開始しようとする事業等について、施策等との関係

を明らかにした上で、必要に応じて関連する施策の事後評価の結

果を踏まえ、積極的に実施することとする。その際、得ようとす

る効果や事後的な評価方法等を明らかにして必要に応じて事後

評価など事後の検証を行うこととする。 

また、事前評価を行う際には、政策の採択や実施の可否の判断

に資する主要な情報を明らかにすることとする。その際、複数の
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エ 事前評価において使用する方式の基本的な適用の考え方その他事前評価の取組方

針については、基本計画において示すものとする。 

オ 研究開発を対象とする事前評価の実施に当たっては、法及び本基本方針で定めると

ころによるほか、「国の研究開発評価に関する大綱的指針」（平成17 年３月29 日

内閣総理大臣決定）を踏まえて行うものとする。 

 

代替案の中からの適切な政策の選択、新規又は既存の政策の改

善・見直し等の過程を明らかにすることとする。 

 

５ 事後評価の実施に関する基本的な事項 

ア 事後評価は、政策の決定後において、政策効果を把握し、これを基礎として、政策

の見直し・改善や新たな政策の企画立案及びそれに基づく実施に反映させるための

情報を提供する見地から行うものとする。 

イ 事後評価の実施に当たっては、行政目的と手段の関係を念頭に置きつつ、政策評価

の結果を政策に適切に反映するために合理的と認められる単位により行うものとす

る。なお、各行政機関の任務やそれと一体不可分な根幹的な基本方針などの目的に

ついては、これに照らして評価を行うものとしてとらえられるのが通常である。 

ウ 事後評価は、社会経済情勢の変化等による政策の見直し・改善の必要、政策効果の

発現状況等を勘案して適切なタイミングで行うものとする。 

エ 事後評価において使用する方式の基本的な適用の考え方その他事後評価の取組方

針については、基本計画において示すものとする。また、実施計画において事後評

価の対象とする政策を定めるに当たっては、法第７条第２項各号の区分に沿ってこ

れを定めるものとする。 

オ 研究開発を対象とする事後評価の実施に当たっては、法及び本基本方針で定めると

ころによるほか、「国の研究開発評価に関する大綱的指針」を踏まえて行うものと

する。 
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政策評価に関する基本方針（全文） 政策評価制度に関する見直しの方向性における記述 

６ 学識経験を有する者の知見の活用に関する基本的な事項 

法第３条第２項第２号の学識経験を有する者の知見の政策の特性に応じての活用は、

政策評価の客観的かつ厳格な実施を確保するためのものであることを踏まえ、高い識見、

高度の専門的知識・能力を活用することや国民生活・社会経済への政策の関わりに関す

る実践的知識を活用することを基本として、評価の対象とする政策の特性、評価の内容

に応じた適切な方法で行うものとする⑤。政策の特性に応じた知見の活用の基本的な考

え方及びその方法については、基本計画において示すものとする。 

 

⑤（学識経験者の知見の活用） 

各府省の評価における学識経験者の知見の活用については、ほ

とんどの府省において、政策評価の客観性の確保等の観点から、

行政外部の学識経験者から成る会議が開催されており、基本計

画、実施計画の策定や評価書の取りまとめに当たって全般的に意

見を聴くなど、学識経験者の知見の活用に取り組んでいる。 

今後、計画の策定など評価活動全般にわたるものについては学

識経験者から成る会議を活用したり、政策の分野に応じてその専

門的知見を有する学識経験者の意見を個別、具体的に聴くなど、

適切な形で一層有効に活用することとする。 

また、学識経験者の活用の基本的な考え方については、各府省

の基本計画等において具体的に記載することを促進し、学識経験

者の意見内容や、それらを評価結果に反映した場合はその具体的

な反映内容を評価書に明記すること、それらをホームページ上で

公表することとする。 

７ 政策評価の結果の政策への反映に関する基本的な事項 

政策評価の結果については、各行政機関において、政策評価の結果が政策の企画立案

作業（予算要求（定員等を含む。）、法令等による制度の新設・改廃といった作業）に

おける重要な情報として適時的確に活用され、当該政策に適切に反映されるようにする

必要がある。このため、各行政機関の実情に応じて、政策評価担当組織が中心となって、

政策の所管部局等における政策評価の結果の取りまとめや当該結果の政策への反映を推

進するとともに、予算、法令等の取りまとめ部局との間の連携を確保するなど、政策評

価の結果の政策への反映の実効性を高めるための仕組み等を設けるものとし、その内容

については、基本計画において示すものとする。 

また、政策評価と予算・決算の連携を強化するため、関連する閣議決定等の趣 

⑥⑦⑧（政策評価と予算・決算との連携の強化） 

各府省において、評価結果を適切に予算要求等に反映させる観

点から、８月末の予算要求までに次年度の予算要求等に係る政策

評価が実施されるようになり、政策評価の実施・公表時期の早期

化が進展した。 

しかし、政策決定に当たって政策評価の結果に基づいて具体的

な議論が行われているケースは依然として少ない。予算作成等に

各府省が行った政策評価の結果を活用する立場にある財務省等

からも、定性的・抽象的な記述にとどまるものが多く見受けられ、

客観性・中立性が担保されていないなど評価の質が乏しく活用が
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旨を踏まえ、必要な取組を進めるものとする。⑥ 

総務省は、政策評価の結果の政策への反映に関し、各行政機関における取組を 

推進するために必要な措置を講ずるものとする。⑦ 

 

８ インターネットの利用その他の方法による政策評価に関する情報の公表に関 

する基本的な事項 

ア 法第10 条第１項に規定する評価書の作成に当たっては、政策評価の結果の外部から

の検証を可能とすることの重要性を踏まえ、同項各号に掲げられている事項について

可能な限り具体的かつ明確に記載し、その際、評価結果の政策への反映の方向性を明

らかにする⑧ものとする。なお、評価の際に使用したデータ、仮定、外部要因等につ

いても明らかにするものとする。 

イ 評価書の要旨は、当該評価書の主な内容を簡潔に記述することにより、評価の結果を

分かりやすく示すものとするよう留意する。 

ウ なお、評価書の公表に当たっては、公表することにより国及び公共の安全を害する情

報や個人のプライバシー、企業秘密に関する情報等の取扱いに関し、行政機関の保有

する情報の公開に関する法律（平成11 年法律第42 号）の考え方に基づき適切に対応

するものとする。 

エ 政策評価の結果の政策への反映状況の公表は、政策評価の結果と当該結果に基づく措

置状況（内容、時期、今後の予定等）についてできる限り具体的に公表することによ

り行うものとする。 

オ 評価書や政策評価の結果の政策への反映状況等の公表に当たっては、インターネット

のホームページへの掲載のほか、プレスリリース、広報拠点への備置き、窓口での配

布等、国民が容易に内容を把握できるよう、適切な手段により行うものとし、その具

体的な方法については、基本計画において示すものとする。 

 

困難なものも依然として多いといった指摘や、政策の必要性の観

点からの評価に重点が置かれているものが多く、有効性や効率性

の観点からの評価が必ずしも十分ではなかったとの指摘がなさ

れている。このため、評価結果を適切に予算要求等政策に反映し、

かつ予算編成に当たって活用しやすいものにしていく必要があ

る。 

現在、財務省において、政策評価調書の単位をできる限り各府

省における政策評価の単位である施策程度の括りに一致させる

とともに、施策を構成する事務事業については同調書の中でその

要求額等の記載を求め、また、予算書・決算書の表示科目の単位

を施策程度とすることにより政策評価と予算・決算との連携強化

を図る方向で検討が進められている。これを受け、政策評価－予

算－決算の連携強化を図るために、今後、施策等を対象とした評

価の重要性が増すと考えられ、このことを踏まえて評価に取り組

み、評価結果の予算要求等への反映の徹底を図ることとする。 
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９ その他政策評価の実施に関する重要事項 

（１）実施体制 

政策評価の客観的かつ厳格な実施を確保するため、各行政機関において、政策評価担

当組織と政策所管部局等との適切な役割分担の下で、各行政機関の実情に応じ、組織と

して一体的な政策評価への取組を可能とするための体制を整備するものとする。実施体

制及び政策評価担当組織の果たす役割については基本計画において示すものとする。 

また、このような体制を効果的・効率的に機能させていくため、政策評価担当組織の

職員を始め政策評価を担当する職員の人材の確保とその評価能力の向上に積極的に取り

組むものとする。 

 

（２）国民の意見・要望を受け付けるための窓口の整備 

各行政機関において、政策評価に関する外部からの意見・要望を受け付けるための窓

口を整備するものとし、当該窓口については基本計画において明らかにするほか、イン

ターネットのホームページ等を活用して積極的な周知を図るものとする。また、寄せら

れた意見・要望については、関係する部局等において適切に活用するものとする。 

（３）地方公共団体との連携・協力 

政策評価の実施に当たっては、国と地方公共団体は、適切な役割分担の下で 

相互に協力する関係に立って共に行政活動を行い、それぞれ自らの行政活動の 

効果を把握し評価を行うものであることを踏まえ、評価の対象とする政策の特 

性等に応じて、政策評価の客観的かつ厳格な実施の確保に関し必要な情報や意 

見の交換を行い、地方公共団体との適切な連携・協力を図るものとする。 

 

 

Ⅱ 法第20 条から第22 条までの規定に基づく措置に関する事項 

１ 法第20 条の規定に基づく措置 

（１）調査、研究及び開発の推進 
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調査、研究及び開発の推進に当たっては、政策の特性等を踏まえ、事前評価に必要な

政策効果の把握の手法その他の事前評価の方法の開発、政策効果の把握の手法の信頼性

や精度について調査及び研究、類似事業間における評価指標や政策効果の把握の手法の

共通化のための調査及び研究等について重点的に取り組むものとする。 

また、これらの調査、研究及び開発の成果についての各行政機関の間での情報の交換

を推進するものとする。 

 

（２）職員の人材の確保及び資質の向上 

職員の人材の確保及び資質の向上については、一般職の任期付職員の採用及び給与の

特例に関する法律（平成12 年法律第125 号）を活用した公認会計士等の専門的・実務的

な知識を有する者の採用、退職公務員のその再任用を含めた活用、評価の分野における

官民交流、政策評価担当職員の人事交流、職員の意識改革を進めるための周知活動等の

推進を図るものとする。また、総務省は、各行政機関の協力を得て、各行政機関におけ

る政策評価に従事する職員に対して体系的かつ継続的な研修の実施を図るものとする。 

 

 

２ 法第21 条の規定に基づく措置 

総務省は、政策評価等の実施に必要な情報の活用の促進に関し検討を進めるとともに、

政策評価等の実施に必要な情報の行政機関相互間における活用の促進のためのシステム

の整備を図るものとする。 

 

 

３ 法第22 条の規定に基づく措置 

総務省は、各行政機関の協力を得て、広く国民の利便に資する観点から、政策評価に

関する情報の所在に関する情報を一元的かつ容易に検索できるクリアリング・ハウス機

能の充実を図るものとする。 

また、総務省本省及び管区行政評価局等を始めとする窓口においても、これらの情報
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を入手できるよう利便を図るものとする。 

Ⅲ その他政策評価を円滑かつ着実に実施するために必要な措置に関する事項 

 

１ 連絡会議の開催 

総務省は、政策評価の質の向上を図る観点から、各行政機関間の連絡を密にし、政策

評価制度の円滑かつ効率的な実施を図るとともに政策評価に関する取組を促進するた

め、各行政機関により構成される連絡会議を開催するものとする。 

また、総務省は、政策評価の円滑かつ効率的な実施に資するよう、連絡会議における連

絡・協議を経て、「政策評価の実施に関するガイドライン」を策定する。⑨ 

 

２ 各行政機関が実施する政策評価及び総務省が実施する政策の評価 

（１）各行政機関及び総務省による評価の機能分担 

政策評価制度が目的とする国民本位の効率的で質の高い行政の実現、国民的視点に立

った成果重視の行政への転換及び国民に対する行政の説明責任の徹底を図るため、各行

政機関による政策評価と各行政機関とは異なる評価専担組織としての総務省による政策

の評価とが、それぞれに分担する機能を的確に発揮していくものとする。このため、政

策を企画立案し遂行する立場にある各行政機関は、所掌する政策について、当該行政機

関の任務を的確に達成する見地から評価を行い、その結果を政策に適切に反映させ、さ

らに、各行政機関の枠を超えた評価専担組織の立場にある総務省は、各行政機関の政策

について、政府全体としての統一性を確保し又は総合的な推進を図る見地からの評価を

行うとともに、各行政機関の政策評価の客観的かつ厳格な実施を担保するための評価を

行い、その結果に基づき関係行政機関に意見を通知し、また、必要に応じ勧告を行う。

これにより、各行政機関の政策の個別的な観点からの見直し・改善や、政府における政

策についての統一性や総合性を確保する観点からの見直し・改善を進め、もって、政府

全体としてのより的確な政策の実現を図っていくものとする。 

 

⑨（政策評価制度に関する見直し） 

今般、本年４月に法の施行から３年が経過したことを受け、法

附則第２条に基づき、法の施行状況に検討を加えた結果、今後の

課題とそれらに対応するための方策を以下のとおり整理した。 

今後、本年内にこれらの対応方策を盛り込んだ「政策評価に関

する基本方針」（平成13 年12 月28 日閣議決定）の改定、新た

なガイドラインの策定などを行い、平成18 年度の評価から実施

に移すものとする。 

なお、政策評価制度は、多様な政策を包括的に対象とし、また、

３年前に新たに法が制定された制度であるため、試行錯誤を伴う

面も多く、さらに、政策評価と予算・決算との連携強化に向けた

取組などに当たり、対応すべき新たな課題が生じることも予想さ

れることから、今後も、更に改善が必要とされる事項が生じた場

合には、その都度必要な見直しを行い、政策評価制度の改善・充

実を図るものとする。 
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このような制度上の枠組みの下、各行政機関及び総務省は、評価の効果的かつ効率的

な運用を図るため、評価の実施体制、業務量、緊急性等を勘案しつつ、次により、内閣

としての重要政策を踏まえつつ、それぞれの評価活動の重点的かつ計画的な実施を図る

ものとする。その際、政策評価等の実施の目的にかんがみ、評価活動を、政府全体とし

て、総合・一体的な形で展開し、国民の期待に応えることができるよう取り組むものと

する。 

 

（２）各行政機関の評価活動 

各行政機関は、所掌する次のような政策について、重点的かつ計画的な評価の実施を

図るものとする。 

① 施政方針演説等内閣の基本的な方針等により重点的に取り組むべきこととされた

行政分野において、当該行政機関が所掌する主要な政策 

② 内外の社会経済情勢の変化を踏まえ、見直しや改善の必要があると認められる主要

な政策 

③ 国民からの評価に対するニーズが高く、評価を実施する必要があると認められる政

策 

④ 各行政機関において重点的に取り組むこととした政策⑩ 

 

⑩（政策評価の重点化・効率化） 

評価に用いられる各種資源等には限りがあり、評価作業への負

担感が相当大きい中で、力点を置いて取り組むべき評価活動に注

力するためには、政策評価の重点化・効率化を図ることが求めら

れる。 

複数の府省において、政策の優先度や国民の視点に立って必要

性が高い政策について重点的に評価を行ったり、実績評価方式の

評価対象となる政策を整理し主要な政策 

について評価を実施したりするなどの取組が進んでおり、今後、

各府省において、例えば各年度の重要政策への評価に重点を置く

など、政策評価の重点化を図ることとする。 

また、実績評価方式を用いて評価を実施する際には、例えば、

あらかじめ設定した目標の達成度に関して毎年度実績の測定を

行うこととし、その上で施策を構成する事務事業レベルに問題が

あるものなどについては必要に応じて掘り下げた分析を行った

り、一定期間経過後に総括的な評価を行うなど、業務量・緊急性

等を勘案しつつ効率的かつ柔軟に対応することとする。 
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（３）総務省の評価活動 

総務省は、政策を所掌する各行政機関とは異なる評価専担組織として、各行政機関が

担い得ない、あるいは各行政機関による政策評価だけでは十分に達成でき得ない評価を

効果的かつ効率的に行う観点から、次のような評価活動を実施する。 

ア 統一性又は総合性を確保するための評価活動 

（ア）総務省が行う統一性又は総合性を確保するための評価は、各行政機関の政策につ

いての統一性又は総合性の確保に関し政府として指向すべき一定の方向性を踏ま

え、行うものとする。その際、各行政機関の政策それぞれに共通する側面について

統一した観点により横断的に評価し、又は複数の行政機関の所掌に関係する政策に

ついて、その総合的な推進を図る見地から、全体として評価するものとする。なお、

関係施策が極めて多岐にわたっている政策については、評価の結果を政策に適切に

反映するために合理的と認められる単位により評価するものとする。⑪ 

（イ）これを踏まえ、次の政策について、重点的かつ計画的に評価を実施するものとす

る（これらの対象の選定について、総務省は、政策評価・独立行政法人評価委員会

（以下「委員会」という。）の調査審議を踏まえるものとする。）。 

① 法令や閣議決定等に基づき政府全体としての取組が求められている主要な行政

課題に係る各行政機関の政策 

② 行政機関に共通的な行政制度・システムを活用する政策 

③ 複数の行政機関の所掌に関係する政策であって、法令や閣議決定等に基づき政策

の総合性の確保に関する目的や講ずべき措置が明らかになっている主要なもの 

④ その他、①から③までに掲げる政策に準ずるものとして、国民からの評価に対す

るニーズが高く、統一性又は総合性の確保に関し緊急に採り上げて機動的に評価

を実施する必要があると認められるもの 

 

 

⑪（政府全体の政策の統一性・総合性を確保するための評価） 

総務省による政府全体の政策の統一性・総合性を確保するため

の評価については、法施行後３年で11 件実施（統一性確保評価：

３件、総合性確保評価：８件）してきたところである。 

平成16 年度から導入された「政策群」など複数府省が関係する

政策の企画立案の際、政策の達成目標、目標期間、達成目標と政

策手段との関係などを明確にする取組が行われてきているが、い

まだこれらの事項が十分に明らかにされていないものや、関係施

策が極めて多岐にわたっているため、政策全体を効果的・効率的

に評価することが困難なものがある。 

今後、関係府省は、複数府省が関係する政策の企画立案の際、

政策の達成目標、目標期間、達成目標と政策手段との関係などの

明確化を図ることとする。総務省は、評価のテーマ選定に当たっ

ては、引き続き、国民の視点に立って評価の必要性が高い分野を

適切に取り上げるとともに、各府省の協力を得て、政策の達成目

標等が十分明確になっていない場合でも、指標の設定や調査分析

手法に工夫をこらしつつ評価を実施することとする。また、関係

施策が極めて多岐にわたっている政策については、評価の結果を

政策に適切に反映するために合理的と認められる単位により評

価していくこととする。 



 

政策評価に関する基本方針（全文） 政策評価制度に関する見直しの方向性における記述 
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（ウ）評価の実施に当たっては、各行政機関の政策評価の実施状況に留意するとともに、

十分な連絡を図り、各行政機関が評価の過程において収集した情報等の有効な活用

を図るなど、効率的な運用に努めるものとする。 

（エ）総務大臣は、関係行政機関における政策の企画立案に資するため、政策効果の発

現状況に関する認識、評価対象に関する課題等に関し、意見を通知するものとし、

さらに、評価対象とした政策について、統一性又は総合性の確保に関し政府として

指向すべき一定の方向性に照らし、関係行政機関が具体的な措置を講ずる必要があ

ると認める場合には、当該行政機関の長に対して勧告を行うものとする。 

イ 政策評価の客観的かつ厳格な実施を担保するための評価活動 

政策評価の客観的かつ厳格な実施を担保するための評価について、次により、重点

的かつ計画的に一連の評価活動に取り組む。 

① 各行政機関が実施した政策評価について、その実施手続等の評価の実施形式におい

て確保されるべき客観性・厳格性の達成水準等に関する審査 

② 各行政機関が実施した政策評価のうち改めて政策評価が行われるべきもの又は社

会経済情勢の変化等に的確に対応するために政策評価が行われるべきものに関する

評価の実施の必要性の認定（必要性の認定に関し、委員会の調査審議を踏まえるも

のとし、この場合において、委員会は、改めて評価を行うことの必要性等について、

関係行政機関から説明及び意見の聴取を行う機会を設けるものとする。） 

③ 上記②の結果に基づき政策評価を実施すべき旨を通知した場合において当該行政

機関にゆだねていては評価の客観的かつ厳格な実施が確保されないと認めるときに

実施すべき評価（当該評価の実施に関し、委員会の調査審議を踏まえるものとし、

この場合において、委員会は、評価の客観的かつ厳格な実施が確保されないと認め

る状況について、関係行政機関から説明及び意見の聴取を行う機会を設けるものと

する。） 

④ 行政機関からの要請があった場合において当該行政機関と共同して評価を行う必

要があると認めるときに実施する評価 
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政策評価に関する基本方針（全文） 政策評価制度に関する見直しの方向性における記述 

３ 基本方針の見直し 

本基本方針については、政策評価の実施状況、政策効果の把握の手法その他政策評

価の方法に関する調査、研究及び開発の成果や動向等を踏まえ、所要の見直しを行う

ものとする。 

 

 

 

 


